
資料６－１

高速道路を対象とした

総合評価のケーススタディについて

１．第２回道路事業評価手法検討委員会での

指摘事項及び対応方針案について（再掲） ・・・・・ １

２．高速道路を対象とした総合評価のケーススタディの

目的と対象 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４

（１）ケーススタディの目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ４

（２）ケーススタディの対象 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ４

３．評価項目と評価指標 ・・・・・・・・・・・・・・・ ５

（１）基本的な考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５

（２）高規格幹線道路を対象とした総合評価のケーススタディにおける

体系と評価項目・指標（案） ・・・・・・・・・・・・・ ６

（３）波及的影響（その他外部効果）の評価指標の具体化 ・・・ ８

① 評価指標の具体化の考え方

② 評価指標の具体化にあたっての留意点

③ 評価指標（案）

④ 評価点の設定と分布

（４）評価項目間の相関分析 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 14



【費用便益分析マニュアル(案)の改定案について】

対応方針(案)

交通事故損失額への支払い意思額の導入に
ついては今後の課題とする。

【客観的評価指標（案）の改定案について】

対応方針(案)

「市区町村」を対象として修正する。

【総合評価試行方針（案）策定にあたっての論点整理について】

対応方針(案)

総合評価項目の構成が「公共事業評価シ
ステム研究会」のものとかなり違うよう
であるが、省全体としてどういう方針な
のか。

「円滑なモビリティの確保」と「物流効
率化の支援」は区別が付きにくい。

公共事業評価システム研究会の提言書と
の整合はなるべく取るべきではないか。

「新幹線の利便性向上」について、「ア
クセス向上」という書きぶりでよいので
はないか。

ご指摘の通り修正する。

「都市圏の環状道路の整備」について、
「都市圏の環状アクセスの確保（改
善）」としてはどうか。

環状道路に関する項目については、Ｂ／Ｃ
や環境改善効果で評価可能と考えられるの
で、指標としては取り上げない。

B/Cマニュアル
(2)走行時間短縮便益の計測
　②車種別の時間価値原単位
(3)走行経費減少便益の計測
　②車種別の走行経費単位
の項に明示する。

「各地域による独自の設定値を用いてよい」とい
う表現は、恣意的な数値を用いてよいとの疑いを
持たれるので、その場合は根拠を明示すべき。

【交通事故損失額原単位について】

指摘事項

客観的評価指標(案)は、社会資本整備重点
計画の整理に基づいて４区分となってい
る。
総合評価における項目の体系は、「公共事
業評価システム研究会」における項目立て
に基づいて行う。

１．第２回道路事業評価手法検討委員会での
　　指摘事項及び対応方針案について（再掲）

ＡＨＳ実施時までには支払い意志額に基づく交通
事故損失額を整理するべき。

指摘事項

「新たに・・・アクセス可能となる市町村が存在
する」といった指標は、地方部と大都市部での市
町村規模の違いや、存在の意味について、整理が
必要ではないか。

評
価
項
目
に
つ
い
て

指摘事項

【時間価値原単位について】
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対応方針(案)

便益項目とのダブルカウントが問題とな
るが、それを厳密に排除すると、特に道
路事業の場合、指標の数がかなり少なく
なるおそれがある。

ダブルカウントや独立性の問題は、実行
可能性を担保する形で議論をするべきで
ある。

Ｂ／Ｃをどのように使うかという問題が
ある。総合評価の評価項目として採用す
るか否か検討するべき。

Ｂ／Ｃも含めて総合評価の項目とする。

沿道まちづくりとの連携や個性ある地域
の形成に関連する指標について、事業の
促進効果ではなく、道路との相乗効果を
表現する指標とできないか。

ご指摘の通り修正する。

「緊急輸送道路の代替路線の確保」と
「並行する高速ネットワークのリダンダ
ンシー向上」の区別が不明である。

集中豪雨等の中規模災害に対する地域の道
路ネットワークのリダンダンシーと、大地
震等の大災害に対応するための全国的な高
速ネットワークのリダンダンシーとして区
別している。

Ｂ／Ｃで積み残した項目を入れるという
考えに基づけば、たとえ相関が低くても
「安全」や「環境」は総合評価指標とし
て採用してもよいのではないか。

環境の指標として地球環境、大気汚染、騒
音についての指標を検討する。

円滑な事業執行の環境が整っているかど
うかについては、当然クリアしている場
合には入れる必要がないのではないか。

今回のケーススタディーでは事業手続きは
クリアしているため、評価の対象としな
い。

総合評価によって、「制度の連続性」を
担保するようにするべき。具体的には以
下の通り
①大項目の評価値をもとに多次元の軸で
評価をする。
②評価の基準を複数作り、観点の異なる
評価を検討する。

どのような評価を行うかだけではなく、
意志決定のどの段階で使うかについても
考える必要がある。いずれにせよ、アカ
ウンタブルであることが重要。

重
み
付
け
に
つ
い
て

指摘事項

ダブルカウント、独立性の問題については
指標間の相関分析により検証する一方、網
羅性、説明のしやすさ等にも配慮して指標
の設定を行う。

評
価
項
目
に
つ
い
て

有料・無料の場合など、重み付けの考え方
を複数検討し、多様な評価の観点を適切に
反映させることができるよう今後検討を行
う予定。
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対応方針(案)

高速道路のプライオリティを考えていた
とき、新直轄という発想はなかった。例
えば、採算性を含む評価と、含まない評
価を用意し、どちらの評価を受けるのか
については選択できるようにすることも
あり得る。

無料の道路と有料の道路で需要も効果も
変わる。最終的にグレーゾーンの所を作
り、２種類の整備手法から選択が可能だ
とすることもあり得る。そういった方法
を、少なくとも３種類くらい作れない
か。

総合評価はやってみると問題が出てくる
ので、試行錯誤をした後に確定すること
が望ましいのではないか。

パブリックコメントや都道府県等への意見
照会を実施し、意見を広く反映させる手続
が必要であると考えている。

「インセンティブが働くしくみ」はどの
ように組み込まれているのか。

インセンティブについては、地元が協力
すれば成績は改善されるのだという方途
を造ることが必要。

現在のスケジュールで間に合うのか。

具体的な評価項目について議論をしない
とイメージがわかない。ワーキンググ
ループを作って検討する場合もある。

重
み
付
け
に
つ
い
て

指摘事項

第3回の検討結果をもとに、地方公共団体の
意見を聞き、評価項目について確定した
後、重み付けを含め具体的な検討を行う。

今
後
の
進
め
方
に
つ
い
て

有料で整備する場合と無料で整備する場合
で当然評価手法の考え方は変わることにな
ることと考えている。

コストの縮減や、地域振興プロジェクト等
による利用増進を考えている。
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２．高速道路を対象とした総合評価の

ケーススタディの目的と対象

（１）ケーススタディの目的

① 高速道路整備の整備効果を多面的に評価する手法の検討

○時間短縮、走行経費、事故減少など、費用換算が確立された指標だけでなく、そ

の他の地域経済への波及、生活環境の改善、公共サービスの向上、災害時への対

応、環境改善等、費用換算が困難な効果についても考慮し、高速道路の役割を多

面的に評価する手法が必要。

② 有料として整備する場合（公団／新会社が整備）と無料として整備す

る場合（直轄方式による整備）の評価手法の検討

○公団及び新会社が整備する区間と直轄方式により整備する区間の判断基準につい

て、事業効率・採算性・波及的影響（その他外部効果）等、各項目の総合化の手

法を検討する必要

○なお、具体に有料あるいは無料としての整備を検討するにあたっては、総合評価

に際し、以下の事項についても留意する必要

一般道路を含めた適正な交通量の配分、有料道路としての連続性、並行路線

の収益に与える影響

→第二東名・名神を無料とする場合は膨大な交通量が予想され、現在の東名・

名神以上の渋滞が生じる可能性があること、東名・名神等の収益に多大な影

響を及ぼすことが想定されること等について、考慮する必要

地方の意見・姿勢を適切に反映させる必要

→無料として直轄方式で整備する場合には、地方負担が生じることから、地方

の意見を適切に反映させる必要

→地方が、コスト縮減につながる地元との設計協議や早期用地買収の努力、高

速道路を活用した地域振興施策など利用増進方策を積極的に実施する場合、

地方の協力姿勢を考慮する必要

＜参考：直轄方式＞

今後の高速道路整備には、新会社による整備の補完措置として、国と地方の負

担による新たな直轄事業を導入する。対象とする路線は、料金収入により管理費

を賄えない路線など、新会社による整備・管理が難しいと見込まれる路線・区間

とする。

（２）ケーススタディの対象

○今回のケーススタディでは、整備計画済みで未供用の区間（Ｈ１４度末で２，１

４２ｋｍ）のうち、各ブロック毎に２区間程度および第二東名、第二名神、大都

市環状道路の計１９区間、約８００km程度を対象とする。

○なお、総合評価を検討するにあたっては、他の高規格幹線道路にも適用する

ことを視野に入れつつ、検討を行うものとする
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３．評価項目と評価指標 
（１）基本的な考え方 
① 評価項目の体系化 

評価項目を網羅的に列挙し、階層的に体系を整理する。体系

化を行うときは、事業特性や地域特性を適切に反映するよう設

定するとともに、評価項目間の独立性に充分留意することが必

要である。 
（「公共事業評価の基本的考え方」公共事業評価システム研究会） 

¾ 「公共事業評価の基本的考え方」（公共事業システム研究会）における評

価項目の設定方針に基づき、客観的評価指標（案）との整合性も勘案して

設定する。 

 
② 評価項目の設定 

評価項目（中項目又は小項目（最も下位のレベル））に対して、

公共事業の実施によりどのような状況や変化が生み出されるの

かを説明するための評価指標を設定する。 
（「公共事業評価の基本的考え方」公共事業評価システム研究会） 

¾ 評価項目の設定にあたっては、データの入手可能性に考慮しながら、可

能な限り定量化できる指標を設定する。 
 
③ 評価点の設定 

評価点は、各評価項目の評価結果を整理する上で、有意な差

が表現できるよう、その値を設定する。 
（「公共事業評価の基本的考え方」公共事業評価システム研究会） 

¾ 評価点の設定手法としては以下のような提言がなされており、より有効

な手法を選択する必要がある。 
(ア) ５段階評価方式・・・公共事業評価システム研究会 
(イ) 偏差値方式・・・道路関係四公団民営化推進委員会 

 
④ 多様な意見を反映させる方法 
¾ 評価項目は、評価者の価値規範の相違によって評価が大きく異なる可能

性があるため、パブリックコメントや都道府県への意見照会を実施し、意

見を広く反映させる手続が必要となるのではないか。 



（２）高規格幹線道路を対象とした総合評価のケーススタディーにおける

　　　 　体系と評価項目・指標（案）

●
道路関係四公団民営化推進委員会「建設中路線の取
扱判断基準（イメージ）」の中で提案されている指標

●

（●）

●

●

●

●

●

●

環境

実施環境 事業の実行性 地域の同意

景観等の改善

主要観光地の連携地域資源の活用地域社会

緊急輸送道路の代替路線の確保事故・災害の減少

地球環境保全の寄与 自動車CO2排出量の削減

並行する高速ネットワークのリダンダンシー向上

並行路線の通行規制区間等の代替路線を形成

雇用の増加 関連事業との連携

安全 自然災害の減少

快適性の向上

生産の拡大地域経済 空港へのアクセス向上

生活機会の拡大 拠点都市間の連絡

高次医療施設のアクセス向上

空港へのアクセス向上

波及的影響 住民生活 公共サービスの向上 高速バス等都市間連絡公共交通機関の利便性向上

並行道路におけるNOｘ排出量の削減生活環境の保全

並行道路におけるSPM排出量の削減

並行道路における騒音の低減

技術的難易度

地域社会の安定化

地域文化の振興

（拠点都市間の連絡）

法手続の状況

（日常活動圏中心都市へのアクセス向上）

事業の成立性

　　地方公共団体の意見や協力姿勢
　　道路ネットワークとしての整合性　　等

他事業との関連

上位計画との関連

●

●

走行時間短縮便益

走行経費減少便益

交通事故減少便益

日常活動圏中心都市へのアクセス向上

●

●

新幹線へのアクセス向上

重要な港湾へのアクセス向上

事業効率 費用対便益

採算性 投資限度額比率
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大項目 中項目 小項目 関連する客観的評価指標 総合評価に用いる指標(案)

□ 費用便益比≧1.5

● 並行区間等の年間渋滞損失額及び削減率

□ 並行区間等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改
善が期待される

□ 並行区間等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合にお
いて、交通量の減少により、当該区間の安全性の向上が期待できる

採算性　［投資限度額比率］

□ 並行区間等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存
在する又は新たなバス路線が期待できる 高速バス等都市間連絡公共交通機関の利便性向上

□ 新たに新幹線駅に６０（Ｐ）分以内でアクセス可能となる市町村が存在する 新幹線へのアクセス向上

□ 新たに第一種空港、第二種空港、第三種空港及び共用飛行場に６０（Ｐ）分以内
でアクセス可能となる市町村が存在する 空港へのアクセス向上

□ 新たに三次医療施設に６０分以内にアクセス可能になる市町村（地区単位も含
む）が存在する 高次医療施設のアクセス向上

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成
する 拠点都市間の連絡

□ 新たに日常活動圏の中心都市から３０分圏域内となる市町村が存在する 日常活動圏の中心となる拠点都市へのアクセス向上

快適性の向上

□ 新たに第一種空港、第二種空港、第三種空港及び共用飛行場に６０（Ｐ）分以内
でアクセス可能となる市町村が存在する 空港へのアクセス向上

□ 新たに特定重要港湾・国際コンテナ港路の発着港湾へ９０（Ｐ）分以内でアクセス
可能となる市町村が存在する 重要な港湾へのアクセス向上

□ 三大都市圏の環状道路を形成する （便益、環境改善効果等で評価）

雇用の増加 □ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する 関連事業との連携

自然災害の減少

□ 都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備
事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけあり 緊急輸送道路の代替路線の確保

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する 並行する高速ネットワークのリダンダンシー向上

□ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線
を形成する

□ 迂回路を用いた場合所要時間が○倍となる並行区間等の事前通行規制区間、
特殊通行規制区間又は冬期交通障害の代替路線を形成する

● 並行区間等における自動車からのNO2排出削減率 並行道路におけるNOｘ排出削減率

● 並行区間等における自動車からのSPM排出削減率 並行道路におけるSPM排出削減率

□ 並行区間等における、騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間におい
て、交通量が減少する等により、当該事業により要請限度を下回ることが期待される 並行道路における騒音の減少

地球環境保全の寄与 ● 対象道路の整備により、削減される自動車からのCO2排出量 自動車CO2排出削減量

景観等の改善

地域資源の活用
□ 新たに高速道路ICから６０分以内で到達できるようになる主要な観光地が存在す
る 主要観光地の連携

（拠点都市間の連絡）

（日常活動圏中心都市へのアクセス向上）

地域の同意 □ 円滑な事業執行の環境が整っている 地方公共団体の意見や協力姿勢

法手続の状況 □ 整備計画策定済／基本計画策定済

上位計画との関連 □ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

公共サービスの向上

道路ネットワークとしての整合性等
［適正な交通分担、有料道路としての連続性・競合関係］

費用対便益

地域経済

住民生活

採算性

事故・災害の減少

生活環境の保全

並行路線の通行規制区間等の代替路線を形成

実施環境
事業の
成立性

事業の
実行性

他事業との関連

技術的難易度

＜参考＞　客観的評価指標に基づく総合評価指標の設定(案)

Ｂ／ＣもしくはＢ－Ｃ

波及的影
響

地域社会

環境

生産の拡大

事業効率

地域社会の安定化
地域文化の振興

安全

・有料ケースと無料ケース
・全体事業費と残事業費

7
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（３）波及的影響（その他外部効果）の評価指標の具体化 

① 評価指標の具体化の考え方 

  評価指標の設定にあたっては、項目毎に評価の目的に沿って、可能な限り定量化できる

指標を設定することが望ましい。この場合、データの入手可能性に考慮しながら客観的に

判断できる指標を設定する。  
 
住民生活 

アクセス向上により住民が享受する公共サービスの向上、生活機会の拡大等の効果を、

影響圏域の人口により評価する。 
例）新幹線へのアクセス向上 

当該高速道路の整備により、新たに新幹線駅に 60 分以内でアクセス可能となる人口の割合で

評価。 

 
地域経済 

アクセス向上による生産の拡大、雇用の増加等の地域経済への影響を、事業規模（出

荷額、面積等）により評価する。 
例）主要な空港へのアクセス向上 

当該高速道路の整備により、新たに主要な空港にアクセス可能となる地域の年間工業製品出

荷額で評価。 

 
安全 

代替路線が確保されることによる地域におけるリスク減少の効果を、交通障害の程度

によって評価する。 
例）緊急輸送道路の代替路線の確保 

緊急輸送道路（当該高速道路の並行道路）が災害等で通行止めになった場合の迂回の程度（緊

急輸送道路と迂回路との距離の差）で評価。 

 
環境 

交通円滑化、交通の転換による生活環境、地球環境の保全への寄与を、排出ガスの削

減量、騒音の低減等によって評価する。 
例）並行道路における NOX排出量の削減 

当該高速道路の整備による、並行道路における自動車からの NOX排出削減量で評価。 

 
地域社会 

アクセスの向上による地域資源の活用の効果を地域資源の規模で評価する。 
例）主要観光地の連携 

当該高速道路の整備により、新たに IC から 60 分以内に到達可能となる地域の年間観光入込

客数で評価。 
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② 評価指標の具体化にあたっての留意点 

a. 地域スケールの基準化 

「住民生活」の項目のように、住民個人が享受する効果を評価する指標の場合、地域

の規模（人口、面積等）に合わせて基準化する必要がある。 
例）高次医療施設のアクセス向上 

当該高速道路の整備により、新たに三次医療施設へ一般自動車で 60 分または救急車で 30 分

でアクセス可能となる人口の、都道府県人口に対する割合で評価。 
 
b. 既に高速道路ネットワークが存在する場合の考慮（一巡目、二巡目の差別化） 

拠点都市間の連絡や緊急輸送道路の代替路線の確保を評価する指標など、供用中の高

速道路がその機能を既に果たしている場合には、並行して建設される高速道路の評価は

新規に建設する高速道路の評価と差異を設ける必要がある。 
例）拠点都市間の連絡 

当該高速道路の整備により連絡される都市の人口（比例）、都市間距離（反比例）、連絡に寄

与する当該高速道路延長の割合により評価。ただし、都市間が供用中の高速道路により既に連

絡されている場合は、並行する高速道路の整備によって都市間の連絡時間が短縮する割合のみ

を評価。 
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③ 評価指標（案）  
 

指 標 評   価   指   標   （案 ）  備         考  

1．高 速 バス等 長 距 離 自 動 車 交 通 の利 便 性 が高 まる  
 

高 速 ネットワークを用 いた、生 活 圏 の中 心 都 市 相 互 を連 絡 する新 たな公 共

交 通 機 関 が整 備 されることによる、都 市 間 交 通 の利 便 性 向 上 を評 価 する。  

評 点 ＝T1/T2  

 

T1  ： 対 象 区 間 により連 絡 される拠 点 都 市 間 の鉄 道 による最 短 移 動 時 間 （分 ）  

T2  ： 対 象 区 間 供 用 に伴 うバス路 線 の新 設 により短 縮 される都 市 間 移 動 時 間 （分 ）  

・時 間 短 縮 率 による評 価  
既 存 のバス路 線 数 による評 価 では、対 象 区 間 の供 用 により新 規 にバス路 線 が整

備 される効 果 を評 価 することができないことから、既 存 の公 共 交 通 機 関 （ex.鉄 道 ）に

対 する、対 象 区 間 の供 用 に伴 い新 設 される公 共 交 通 機 関 （ex.高 速 バス）を用 いた

時 間 短 縮 の割 合 で評 価 する。  

2．新 幹 線 ・空 港 等 幹 線 交 通 網 への利 便 性 が高 まる  
 

全 国 一 日 行 動 圏 を達 成 し、交 流 人 口 の増 大 に資 するための高 速 交 通 体

系 へのアクセス向 上 、特 に新 幹 線 ・空 港 へのアクセス向 上 を評 価 する。  

評 点 ＝（X2 - 1＋X2 - 2） /P2    

 

X2 - 1  ： 新 たに新 幹 線 駅 に 60 分 以 内 でアクセス可 能 となる人 口 （万 人 ）  

X2 - 2  ： 新 たに空 港 に 60 分 以 内 でアクセス可 能 となる人 口 （万 人 ）  

P2： ： アクセス可 能 人 口 の増 加 する都 道 府 県 の全 人 口 （万 人 ）  

・地 域 スケールの基 準 化  
幹 線 交 通 網 へのアクセスは住 民 個 人 が享 受 する効 果 であることから、アクセス可 能

人 口 の絶 対 値 ではなく、地 域 人 口 に占 めるアクセス可 能 人 口 の割 合 で評 価 する。  

3．高 度 な医 療 施 設 までの搬 送 時 間 が短 縮 される  
 

高 次 医 療 施 設 までの搬 送 時 間 が短 縮 されることによる救 急 救 命 率 の向 上

と、それに伴 う地 域 全 体 の生 命 に対 するリスク低 減 効 果 を評 価 する。  

評 点 ＝（X3 - 1＋X3 - 2） /P3   

X3 - 1  ： 新 たに第 三 次 救 急 医 療 施 設 に 60 分 以 内 にアクセス可 能 となる人 口 （万 人 ）  

X3 - 2  ： 新 たに救 急 車 により第 三 次 救 急 医 療 施 設 に 30 分 以 内 にアクセス可 能 となる人 口 （万 人 ）  

P3  ： 対 象 区 間 供 用 によりアクセス可 能 人 口 の増 加 する都 道 府 県 の全 人 口 （万 人 ）  

・地 域 スケールの基 準 化  
医 療 施 設 へのアクセスは住 民 個 人 が享 受 する効 果 であることから、アクセス可 能 人

口 の絶 対 値 ではなく、地 域 人 口 に占 めるアクセス可 能 人 口 の割 合 で評 価 する  

4．拠 点 都 市 間 を連 絡 し、相 互 の連 携 が可 能 になる  
 

地 域 の経 済 、生 活 、文 化 、教 育 等 の拠 点 となる生 活 圏 の中 心 都 市 相 互

を効 果 的 に連 絡 し、地 域 間 交 流 の活 発 化 を通 じ、地 域 振 興 と高 次 サービスの

相 互 補 完 を図 る。  

評 点 ＝∑｛（X4 - 1×X4 - 2）／D×（⊿D/D）×α｝  

X4 - 1，X4 - 2  ： 対 象 区 間 の整 備 により、連 結 される拠 点 都 市 人 口 （万 人 ）  

D       ： 対 象 拠 点 都 市 間 の距 離 （km）  

⊿D      ： D のうち、高 速 道 路 の未 開 通 区 間 の距 離 （km）  

α      ： 連 絡 時 間 短 縮 率  ＝ ｛（現 況 の最 短 連 絡 時 間 （h））－（対 象 区 間 供 用 時 の最 短 連 絡 時

間 （h））｝ /（現 況 の最 短 連 絡 時 間 （h））  
       → 当 該 拠 点 都 市 ペアが現 況 ネットワークにおいて高 規 格 幹 線 道 路 で完 全 に連 絡 されている場 合 に限 り上

記 に基 づき算 出 。それ以 外 の場 合 はα＝1 とする。  

・既 に高 速 道 路 ネットワークが存 在 する場 合 の考 慮  
評 価 の対 象 となる拠 点 都 市 間 が供 用 中 の高 速 道 路 により既 に連 絡 されている場

合 には、連 絡 時 間 短 縮 率 分 だけ評 価 することとし、新 規 に建 設 される高 速 道 路 によ

りはじめて連 絡 される場 合 の評 価 と差 別 化 を図 る。  

5.日 常 活 動 圏 の中 心 となる拠 点 都 市 へのアクセスが向 上 する  
 

日 常 活 動 圏 の中 心 となる拠 点 都 市 へのアクセスが向 上 することによる、公 共

サービスに対 する利 便 性 の向 上 、生 活 機 会 の拡 大 等 の効 果 を評 価 する。  

評 点 ＝X5/P5  

 

X5  ： 新 たに拠 点 都 市 に 30 分 以 内 で到 達 可 能 となる地 域 の人 口 （万 人 ）  

P5： 対 象 区 間 供 用 により到 達 可 能 人 口 の増 加 する都 道 府 県 の全 人 口 （万 人 ）  

 

6．物 流 拠 点 へのアクセスが容 易 になり、産 業 立 地 を振 興 する  
 

物 流 の拠 点 となる主 要 な空 港 ・港 湾 へのアクセスが向 上 することによる、地

域 への産 業 立 地 ・産 業 振 興 等 の効 果 を評 価 する。  

評 点 ＝∑X6  

 
X6  ： 新 たに主 要 な空 港 ・港 湾 に一 定 時 間 内 でのアクセスが可 能 となる地 域 の年 間 工 業 製 品 出 荷 額 （億 円 ）  

・データの制 約  
入 手 可 能 なデータの定 義 に基 づき修 正  

7．沿 道 に既 に工 業 団 地 等 の計 画 がある、又 は存 在 する  
 

工 業 団 地 等 の高 速 道 路 へのアクセス向 上 による利 便 性 の向 上 、工 業 団 地

等 の立 地 が促 進 されることによる地 域 への経 済 効 果 を評 価 する。  

評 点 ＝∑S7  

 

S7  ：新 たに高 速 道 路 IC から 10km 以 内 で到 達 可 能 となる新 規 の地 域 振 興 プロジェクト地 区 の面 積 （ha） 

・データの制 約  
入 手 可 能 なデータの定 義 に基 づき修 正  

8．緊 急 輸 送 道 路 が通 行 止 めになった場 合 の迂 回 路 が長 大 である  
 

緊 急 輸 送 道 路 が通 行 止 めになった場 合 の迂 回 路 が短 縮 されることによる、

地 域 の経 済 、生 活 等 の安 全 性 向 上 に対 する効 果 を評 価 する。  

評 点 ＝X8 

 
X8  ： 緊 急 輸 送 道 路 （並 行 道 路 ）と迂 回 路 の距 離 の差 （km）  

 

9.並 行 する高 速 ネットワークの代 替 路 線 として機 能 する  
 

並 行 する高 速 ネットワークの代 替 路 線 が形 成 されることにより、安 定 した国 民

生 活 と災 害 に強 い国 土 構 造 実 現 のためのリダンダンシーが確 保 されることによる

リスク低 減 効 果 を評 価 する。  

評 点 ＝X9  

 

X9  ： 現 況 で広 域 ブロック中 心 都 市 間 を最 短 時 間 で連 絡 する高 速 ルート上 の JCT 間 が不 通 となった際 に、対 象

区 間 が新 たな時 間 最 短 ルートを形 成 するか否 か（1or0）  

 

赤 字 ：民 営 化 推 進 委 員 会 案 と異 なる点
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指 標 評   価   指   標   （案 ）  備         考  

10．緊 急 輸 送 道 路 で冬 季 交 通 障 害 や異 常 気 象 時 に通 行 規 制 される区 間

がある  
 

冬 季 交 通 障 害 や 異 常 気 象 時 の通 行 が確 保 されることによる、地 域 の経

済 、生 活 等 の安 全 性 向 上 に対 する効 果 を評 価 する。  

評 点 ＝T1 0 

 

T1 0  ： 緊 急 輸 送 道 路 （並 行 道 路 ）における過 去 10 年 間 における年 間 平 均 通 行 止 め時 間 （h/年 ）  
 

11.並 行 道 路 において自 動 車 からの NoX 排 出 量 が削 減 される  
 

都 市 部 を通 過 する並 行 道 路 の交 通 量 の減 少 及 びそれに伴 う走 行 速 度 の

向 上 により、通 過 地 域 における自 動 車 からの NOX の排 出 量 が削 減 され、生 活

環 境 の保 全 に寄 与 する効 果 を評 価 する。  

評 点 ＝∑｛（a11 i (v11)×Q11 i）－（a11 i (v ’ 11)×Q’11 i）｝  

 

a11(v)   ： NOX 排 出 原 単 位 （g/km 台 ）  

Q11     ： 並 行 道 路 の現 況 交 通 量 （台 キロ）  

Q’11     ： 並 行 道 路 の対 象 区 間 整 備 後 交 通 量 （台 キロ）  

V11     ： 並 行 道 路 の現 況 速 度 （km/h）  

v ’ 11      ： 並 行 道 路 の対 象 区 間 整 備 後 速 度 （km/h）  

i       ： 車 種 区 分 （大 型 、小 型 ）  

 

12. 並 行 道 路 において自 動 車 からの SPM 排 出 量 が削 減 される  
 

都 市 部 を通 過 する並 行 道 路 の交 通 量 の減 少 及 びそれに伴 う走 行 速 度 の

向 上 により、通 過 地 域 における自 動 車 からの SPM の排 出 量 が削 減 され、生 活

環 境 の保 全 に寄 与 する効 果 を評 価 する。  

評 点 ＝∑｛（b1 2 i (v1 2)×Q1 2 i）－（b1 2 i (v ’ 1 2)×Q’1 2 i）｝  

 

b1 2(v)   ： SPM 排 出 原 単 位 （g/km 台 ）  

Q1 2     ： 並 行 道 路 の現 況 交 通 量 （台 キロ）  

Q’1 2     ： 並 行 道 路 の対 象 区 間 整 備 後 交 通 量 （台 キロ）  

V1 2     ： 並 行 道 路 の現 況 速 度 （km/h）  

v ’ 1 2      ： 並 行 道 路 の対 象 区 間 整 備 後 速 度 （km/h）  

i       ： 車 種 区 分 （大 型 、小 型 ）  

 

13.並 行 道 路 において騒 音 レベルが低 減 する  
 

並 行 道 路 の交 通 量 の減 少 により、並 行 道 路 の沿 道 地 域 の騒 音 レベルが低

減 し、沿 道 住 民 の生 活 環 境 の保 全 に寄 与 する効 果 を評 価 する。  

評 点 ＝X1 3 

 

X1 3  ： 並 行 道 路 の沿 道 地 域 の騒 音 レベルが夜 間 要 請 限 度 を超 過 しているか否 か（1or0）  
 

14.自 動 車 からの CO2 排 出 量 が削 減 される  
 

高 速 ネットワークへの交 通 の転 換 に伴 う自 動 車 交 通 の走 行 速 度 向 上 によ

り、自 動 車 からの CO2 排 出 量 が削 減 され、地 球 環 境 保 全 に寄 与 する効 果 を

評 価 する。  

評 点 ＝∑｛（c1 4 i (v1 4)×Q1 4 i）－（c1 4 i (v ’ 1 4)×Q’1 4 i）｝  

 

c1 4(v)   ： CO2 排 出 原 単 位 （g/km 台 ）  

Q1 4     ： 現 況 交 通 量 （台 キロ）  

Q’1 4     ： 対 象 区 間 整 備 後 交 通 量 （台 キロ）  

V1 4     ： 現 況 速 度 （km/h）  

v ’ 1 4      ： 対 象 区 間 整 備 後 速 度 （km/h）  

i       ： 車 種 区 分 （大 型 、小 型 ） 

 
 

15．複 数 の主 要 観 光 地 を連 絡 し、広 域 的 な観 光 産 業 の発 展 に貢 献 する  
 

主 要 観 光 地 へのアクセスが向 上 し周 遊 性 が高 まる結 果 、広 域 的 な観 光 産

業 が発 展 する効 果 を評 価 する。  
 

評 点 ＝∑X1 5  

 
X1 5  ： 新 たに高 速 道 路 IC から 60 分 以 内 で到 達 可 能 となる地 域 の年 間 観 光 入 込 み客 数 （万 人 ）  

・データの制 約  
入 手 可 能 なデータの定 義 に基 づき修 正  

 



 

④ 評価点の設定と分布 

偏差値方式 
各評価項目の評点の偏差値を算出することによって、指標間の相対的な比較が可能にな

る。しかし、今回の試算値の分布の多くには、正規分布と比較し偏りが見られる。 
 

５段階評価方式 

各評価項目の評価結果を整理する上で、有意な差が表現できる評価点の設定方法として、

公共事業システム研究会でも提言されている 5 段階評価を行うことが考えられる。 
 
【案１】 

平均値から±1σ（σは標準偏差）の範囲内（平均値の上下 1σずつ：全体の約 66%）

を 3 点とし、そこからさらに±1σの範囲をそれぞれ 4 点および 2 点とし、その外側

の範囲を 5 点および 1 点とする。 
 
 
 
 
 
【案２】 

平均値を中心とする 1σの範囲内（平均値の上下 0.5σずつ）を 3 点とし、そこから

さらに±1σの範囲をそれぞれ 4 点および 2 点とし、その外側の範囲を 5 点および 1
点とする。 

 
 
 
 
 
 
【案３】 

評点の上位から 2 割の度数を 5 点、以下同様に 2 割ずつ 4 点、3 点、2 点、1 点とす

る。 
例）100 サンプルある場合 
評点 01 位～020 位 ・・・ 5 点 

       21 位～040 位 ・・・ 4 点 
       41 位～060 位 ・・・ 3 点 
       61 位～080 位 ・・・ 2 点 
       81 位～100 位 ・・・ 1 点

平均値 

1 点 2 点 4 点 3 点 5 点 偏差値 
大 

－1σ ＋1σ 

偏差値 
小 

1σ 

平均値 

1 点 2 点 4 点 3 点 5 点 3 点 偏差値 
大 

－1σ ＋1σ 

偏差値 
小 

50 30 40 60 70 ＋1σ －1σ 
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５段階評価方式 
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　今回試算値のある10評価項目について、項目間の相関係数を算出した。

評価項目間の相関係数（Ｒ）

指標1 指標2 指標3 指標4 指標6 指標7 指標8 指標9 指標10 指標15

指標1 － -0.014 -0.183 0.085 -0.157 0.072 -0.244 0.134 0.110 -0.166
指標2 -0.014 － 0.025 0.346 0.502 -0.080 -0.122 0.031 0.126 0.535
指標3 -0.183 0.025 － 0.037 0.072 0.045 -0.141 0.074 -0.056 0.028
指標4 0.085 0.346 0.037 － 0.079 -0.041 -0.122 0.197 -0.044 0.255
指標6 -0.157 0.502 0.072 0.079 － -0.100 -0.138 0.203 0.012 0.432
指標7 0.072 -0.080 0.045 -0.041 -0.100 － 0.205 -0.093 -0.044 -0.160
指標8 -0.244 -0.122 -0.141 -0.122 -0.138 0.205 － -0.017 0.308 0.106
指標9 0.134 0.031 0.074 0.197 0.203 -0.093 -0.017 － 0.345 0.327
指標10 0.110 0.126 -0.056 -0.044 0.012 -0.044 0.308 0.345 － 0.435
指標15 -0.166 0.535 0.028 0.255 0.432 -0.160 0.106 0.327 0.435 －

※　「環境」の4項目について

（４）評価項目間の相関分析

　相関係数は最大でも0.5程度で、10指標間には顕著な相関は見られず、充分な独立性
を確保していると判断できる。

　試算値のない「環境」の4項目については、費用便益分析の便益項目と算出方法が類
似していることから相関が高いと考えられ、本来は便益項目に計上すべきものである
が、現状の便益計測技術では貨幣換算が困難である。また、環境の各項目については
個別に環境基準、要請限度等の基準が設けられており、これらの目標に対応した指標
として設定することは妥当であるといえる。
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